
 

 

命    令    書 

 

中労委昭和 60 年(不再)第 16 号、第 17 号 

再 審 査 申 立 人  

中 労 委 昭 和 6 0 年 (不 再 )第 1 8 号 

再 審 査 被 申 立 人  

ネッスル株式会社 

 

中 労 委 昭 和 6 0 年 (不 再 )第 1 8 号 

再 審 査 申 立 人  

中労委昭和 60 年(不再)第 16 号、第 17 号 

再 審 査 被 申 立 人  

ネッスル日本労働組合 

 

中 労 委 昭 和 6 0 年 (不 再 )第 1 8 号 

再 審 査 申 立 人  

中労委昭和 60 年(不再)第 16 号、第 17 号 

再 審 査 被 申 立 人  

ネッスル日本労働組合島田支部

 

主         文 

1 本件初審命令主文第 1 項中「及び同ネッスル株式会社島田工場」を削り、「同

工場」を「ネッスル株式会社島田工場」に、「被申立人ネッスル株式会社島田工

場」を「ネッスル株式会社島田工場」に改める。 

2 本件初審命令主文第 2 項中「また、昭和 58 年 4 月分以降の同組合員の給与か

らチェックオフした組合費相当額を、同支部に支払わなければならない。」を「ま

た、同支部に所属する組合員の給与から、昭和 58 年 4 月分以降、チェックオフ

した組合費相当額及びこれに対する年5分の割合による金員を同支部に支払わな

ければならない。」に改める。 

3 本件初審命令主文第 3項中「及び同ネッスル株式会社島田工場」、「ネッスル株

式会社島田工場工場長 Y1」及び「及び当島田工場」を削る。 

4 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 

 

理         由 

第 1 当委員会の認定した事実 



 

 

当委員会の認定した事実は、本件初審命令の理由第 1認定した事実のうち、そ

の一部を次のように変更する以外は当該認定した事実と同一であるので、これを

引用する。また、引用した部分中「被申立人」を「初審被申立人」に、「申立人」

を「初審申立人」に、「申立当時」を「初審申立当時」に、「当委員会」を「静岡

県地方労働委員会」に読み替えるものとする。 

1 1 の(2)中「被申立人ネッスル株式会社島田工場(以下「島田工場」という。)

は、肩書地において、」を「初審命令において被申立人と表示されているネッス

ル株式会社島田工場(以下「島田工場」という。)は、島田市において、」に改め

る。 

2 2 の(2)イ(ク)中「42 名」を「39 名」に改める。 

3 2 の(3)ア(イ)中「支部執行委員会」を「本部執行委員会」に改め、末尾に次の

ように加える。 

なお、A 組合派の各支部は、同年 12 月 19 日同派島田支部の支部大会を皮切り

に同派東京支部等順次支部大会を開催した。 

4 2 の(3)イ(ア)の後に、「B 組合派は、昭和 57 年 12 月 15 日大阪支部、同月 19

日島田支部、翌昭和 58 年 1 月 14 日姫路支部、同月 15 日神戸支部、同月 16 日東

京支部でそれぞれ支部大会を開催した。」を加える。 

5 3 の(2)イの後に「会社と「ネッスル日本労働組合」との間に締結された労働協

約第 15 条では、「1)会社と組合との団体交渉は、会社の従業員である組合員の中

から選任された組合代表者との間で、神戸本社に於いて行う。更に、一つの工場

又は販売事務所だけに関係する事項についての交渉はその工場又は販売事務所

の会社代表者と組合支部代表者との間で行う。……」と定められていた。」を加

える。 

第 2 当委員会の判断 

1 当事者適格について 

(1) 会社は、次のとおり主張する。 

島田工場は、独立した法人格を有するものではなく、ネッスル株式会社の一

組織にすぎないものであって、「支店」登記もなされていない。また、「Y1」に

ついても、「支配人」の登記がなされているものでもない。したがって、「使用

者」でない者を被申立人として救済命令を発した本件初審命令は、取り消され

るべきである。 

(2) 本件初審命令は、ネッスル株式会社とともに組織の一構成部分にすぎない島

田工場に対しても、団体交渉を拒否してはならない旨及び文書掲示を命じてい

るが、同工場を構成部分とするネッスル株式会社において、使用者に当たる者



 

 

はネッスル株式会社以外にはないのであるから、実質的には同工場を含むネッ

スル株式会社を名あて人とし、これに対して当該命令内容の実現を義務付ける

趣旨であると解するのが相当である。したがって、島田工場を名あて人とする

ということのみで初審命令を取り消す必要はなく、また、当事者適格に関する

その余の会社の主張も採用できない。 

しかして、当委員会は、島田工場の再審査申立ても実質的にはネッスル株式

会社の再審査申立てと解するので、島田工場を当事者から削除し、ネッスル株

式会社のみを当事者として表示する。 

2 本件団体交渉の拒否について 

(1) 会社は、次のとおり主張する。 

ア 会社の従業員が組織する労働組合は、X6 本部執行委員長(昭和 59 年 8 月の

役員改選でX1の後任として就任)を代表とするネッスル日本労働組合が唯一

のものであって、それ以外にはない。すなわち、この組合との労働協約には、

唯一交渉団体約款、ユニオン・ショップ条項があり、また、組合規約第 7条

では、「組合員が脱退する場合は、脱退届を所属支部を経て、本部執行委員

長に提出し、本部執行委員長がこれを認めた場合は組合を脱退することがで

きる。」と規定されている。しかるに、上記組合規約の定める脱退手続をと

った組合員は一人もおらず、また、組合から除名された組合員も一人もいな

い。したがって、組合内部に異質なグループが成立し、その内部的対立がは

なはだしいとしても、脱退、除名ということがない限り、なお組合は一つで

ある。 

イ 組合島田支部(X2 支部執行委員長)は、上記組合の下部組織であって、事情

は全く同一である。同支部にも、分派活動が発生し、内部的対立が続いてい

ることは事実であるが、同支部の組合員で、組合から脱退したり、除名され

た者は一人もいない、したがって、X3グループのX4あるいはX5らの行動は、

分派活動の城を出るものではなく、「独立した組合の形態を備えるに至った」

ものでもなければ、組合の島田支部から「分裂」したものでもない。 

ウ 以上のとおり、X3 グループは、組合の内部における少数者による反主流派

にすぎないのであるから、会社が X3 グループと団体交渉を行うことは許さ

れず、これを拒否することこそ正当である。 

(2) 申立人組合及び同島田支部は、次のとおり主張する。 

ア 会社の申立人組合らに対する敵対的態度からみて、初審命令が確定しても、

会社が交渉事項を問題として団体交渉を拒否する可能性が十分予測できる

から、過去の団体交渉拒否(昭和 58 年 6 月 22 日付け申入れの団体交渉)につ



 

 

いても明確な救済を求める。 

イ 初審命令には、申立人組合の団体交渉当事者適格を認めなかった誤りがあ

る。 

(3) 上記主張について、順次判断する。 

ア 会社の上記(1)のアの組合は一つであるとの主張について 

第17回大会の開催をめぐるネッスル労組内部の対立及びその後の経緯は、

前記第1により引用された初審命令の理由第1の2の(1)ないし(3)(前記第1

の 2 ないし 4 により変更された部分を含む。)認定のとおりであり、これら

の経過をたどり、会社内に A組合派であった X3 を代表とする申立人組合(以

下、「A組合」という。)と、これと同一名称の X1(現在は X6)を代表者とする

申立外組合(以下、「B組合」という。)とが併存するに至ったものと認められ

る、すなわち、ネッスル労組内部の対立は、A 組合派代議員によって開催さ

れた第 17 回大会の終了後顕在化していき、A組合派は、同大会で採択した「団

結強化のための方針」にのっとった各支部の執行体制の確立を目指し、これ

を支持する組合員らによる支部大会を順次開催し、昭和 58 年 1 月 15 日開催

の「第 18 回臨時全国大会」で A 組合派の組合員であることの「確認書」を

提出した者を同派組合員として確定したが、当時、事態が流動的であったた

め、同年 3月 20 日に「第 19 回臨時全国大会」を開催して、改めて本部役員

を選出し、更に、支部の独立性を強める内容の組合規約改正を行ったものと

認められる。したがって、A組合派は、上記 3月 20 日の時点において、B組

合派とは別個の労働組合として存在するに至ったものと判断される。 

他方、B組合派は、昭和 57 年 11 月 8 日会社に対し、本部役員選挙の結果、

X1 ら 4 名が当選した旨を通告する一方、A組合派の行った権利停止処分の取

消し等を求める仮処分申請を数次にわたり神戸地方裁判所に対して行った。 

更に、同年 12 月 15 日以降各支部の支部大会を開催し、本部役員選挙から

4ケ月余を経過した昭和 58 年 3 月 18 日から同月 24 日にかけて、上記本部役

員選挙の結果、獲得票が過半数に達しない上位得票者 10 名についての信任

投票を実施して本部執行部体制を確立するなど独自に活動を行っているこ

とが認められる。 

これら両者の動向からみると、いずれが従前のネッスル労組の承継者であ

るかはともかく、昭和 58 年 3 月 20 日以降、会社内には二つの労働組合が併

存するに至ったものと認めるのが相当である。このようにネッスル労組の内

部抗争が全社的規模において行われ、上記の結果に至ったものであることか

らみれば、会社は、遅くともこの時点においては二組合併存の事実を十分認



 

 

識していたものと推認される。もっとも、A 組合所属の組合員が従前のネッ

スル労組からの脱退の手続をとったり、除名されたりしたことのないことは

会社主張のとおりであるが、A 組合は B 組合とは別個の行動をとっているの

であって、これを要するに、このような事態をとらえて A 組合、B 組合のい

ずれかが「ネッスル日本労働組合」から脱退したというのか、「ネッスル日

本労働組合」が事実上分裂したというのかはともかく、A 組合が存在するこ

とは動かせない事実であり、したがって、脱退ないしは除名ということがな

い限り、依然として組合は一つであるとする上記会社の主張は採用できない。 

イ 会社の上記(1)イの組合支部は一つであるとの主張について 

昭和 57 年 11 月 13 日に A 組合派により開催された続会大会以降の島田支

部における両派の動向は、前記第 1により引用された初審命令の理由第 1の

2 の(4)認定のとおりであり、これらの経過をたどり、島田工場内に X4 を代

表者とする申立人島田支部(以下、その前身グループをも含めて「A組合派島

田支部」又は「A 組合島田支部」という。)と、これと同一名称の X7 を代表

者とする申立外支部(以下、その前身グループをも含めて「B組合派島田支部」

又は「B組合島田支部」という。)が併存するに至ったものと認められる。す

なわち、島田支部における A組合派は、昭和 57 年 12 月 19 日、「団結強化の

ための方針」を支持する組合員約 80 名をもって「第 10 回島田支部定期大会」

を開催し、支部役員を選出するとともに、「団結強化のための方針」を実践

すること等の運動方針を採択した。その後、A 組合派全体の組織事情の変更

に伴い、島田支部における A 組合派は、昭和 58 年 4 月 9 日、「第 11 回島田

支部臨時大会」を開催し、改めて支部役員を選出するとともに、「支部規約」

を新たに制定した。これらの事実からみて、A 組合派島田支部は、この時点

においてB組合島田支部とは別個の労働組合として存在するに至ったものと

判断するのが相当である。 

以上のとおり、島田工場内においては、昭和 58 年 4 月 9 日以降、二つの

各支部が併存するに至り、会社もこれらの事実を十分認識していたものと推

認される。したがって、A組合派島田支部たる X4 グループは島田支部におけ

る反主流派にすぎないとする上記会社の主張は採用できない。 

ウ 会社の上記(1)ウの本件団体交渉拒否は正当であるとの主張について 

上記ア及びイ判断のとおり、A 組合にあっては昭和 58 年 3 月 20 日、同島

田支部にあっては同年 4月 9日、それぞれ B組合、同島田支部とは別個の労

働組合として存在するに至り、会社もこれを十分認識していたものと推認さ

れるから、会社は A組合らの団体交渉申入れに応ずべき立場にあることは当



 

 

然であり、会社の上記主張は採用できない。 

したがって、会社内には A組合及び同島田支部は存在しないことを理由と

する会社の本件団体交渉拒否は、労働組合法第 7条第 2号に該当する不当労

働行為であるといわざるを得ない。 

エ 申立人組合及び同島田支部の上記(2)アの過去の団体交渉拒否についても

明確な救済を求めるとの主張について 

会社の本件団体交渉の拒否理由は、専ら、A 組合らは存在しないとするも

のであって、交渉事項そのものを問題としているのではないこと、初審命令

の理由第3において『「同支部所属の組合員X8の配置転換につき協議する件」

に関する団体交渉の実施については、主文第 1項に包含されるものであるこ

とを付加する。』旨判断していることからして、本件団体交渉についての救

済としては、初審命令をもって相当と判断されるので、A 組合らの主張は採

用できない。 

オ 申立人組合らの上記(2)イの申立人組合の団体交渉当事者適格を認めなか

ったのは誤りであるとの主張について 

前記第1により引用された初審命令の理由第1の3の(1)及び(2)(前記第1

の 5 により変更された部分を含む。)認定のとおり、島田工場における団体

交渉は、従前から、専ら同工場と組合島田支部との間で行われてきており、

申立てに係る昭和 58 年 6 月 22 日の団体交渉の申入れも、申立人組合島田支

部執行委員長から島田工場長あてに行われている。 

以上のように、本件申立てにおいては、A 組合が同組合島田支部と一体と

なって会社に対して団体交渉を申し入れたとの事実の疎明はなされていな

い。 

したがって、会社が A組合支部申入れの団体交渉を拒否したことが不当労

働行為と判断される本件の場合、その救済としては、A 組合支部申入れの団

体交渉を拒否してはならない旨命ずることが相当であり、A 組合らの主張は

採用できない。 

3 組合費のチェックオフについて 

(1) 会社は、次のとおり主張する。 

A 組合派たる X3 グループは、現在においてもネッスル日本労働粗合(X6 委員

長)の組合員であるから、同組合との労働協約に基づき、会社が、A組合派たる

X3 グループに属する組合員についても、その給与から組合費をチェックオフす

るのは当然である。 

また、A組合派たる X3 グループに属する組合員について、これまでチェック



 

 

オフした組合費については、すべて上記組合に引渡し済みであって、A 組合派

たる X3 グループがチェックオフされたものの引渡しないし返還を求めるとい

うのであれば、上記組合になすべきものであって、会社に対するそれは全く失

当であるから、初審命令は取り消されるべきである。 

(2) 前記第1により引用される初審命令の理由第1の 4の(1)及び(2)認定のとお

り、会社と「ネッスル日本労働組合」との間にチェックオフ協定が締結されて

いること、A組合派が昭和 58 年 1 月 4 日に会社に対し、組合費は自らの力で徴

収する旨通告してチェックオフの取止めを求めたこと、同派島田支部が同年 2

月 15 日に同支部所屑の組合員 83 名の名簿、及び当該組合員が B組合派とは無

関係であり組合費に関しては A組合派に委任する旨の各人が署名、捺印した文

書を提出し、これら組合員のチェックオフの取止めと既にチェックオフされた

組合費を返却するよう求めたこと、A組合派島田支部が、その後も同年 4月 14

日、5月 6日、6月 22 日などに同様の要求を行ったこと、これに対して会社は、

上記脇定に基づきこれら組合員についてもチェックオフを継続し、その全額を

B 組合島田支部に引き渡していたこと、上記のチェックオフは、同年 11 月 7

日付けの静岡地方裁判所の仮処分決定により、会社が同年 11 月分以降これを

中止するまで継続されたことが認められる。 

ところで、会社がいう X3 グループすなわち A 組合派は昭和 58 年 3 月 20 日

以降、同派島田支部は同年 4月 9日以降、それぞれ B組合及び同島田支部とは

別個の労働組合として存在するに至り、この事実を会社も十分認識していたこ

とは、上記 2の(3)のア及びイ判断のとおりである。 

このような状況の下において、会社は、A 組合らから、再三にわたりチェッ

クオフの取止めを求められていたのであるから、慎重な対応が要請されている

立場にあったものというべきである。しかるに、会社は、A 組合島田支部が別

個の労働組合として存在を明確にした昭和 58 年 4 月以降においてもなお、チ

ェックオフを継続したものであり、このような会社の措置は許されないという

べきである。 

他方、A組合らは、二組合併存が確定したのは、昭和 57 年 12 月 19 日である

から、同年 12 月分以降の組合費のチェックオフは不当労働行為であり、救済

されなければならないと主張する。しかし、上記のように、A組合派は昭和 58

年 3 月 20 日以降、同派島田支部は同年 4月 9日以降、それぞれ、B組合及び同

島田支部とは別個の労働組合として存在するに至ったものと認められ、この事

実を会社が十分認識し得たのは昭和 58 年 4 月であると判断されるので、この

点についての A組合らの主張は採用できない。 



 

 

したがって、会社が A 組合及び同島田支部の存在を否認し続け、B 組合との

間のチェックオフ協定に基づくと称して、A 組合島田支部所属の組合員につい

て、昭和 58 年 4 月以降、組合費のチェックオフを継続したことは、同人らに

対する不利益取扱いであると同時に、組合費をその財政基盤とする A組合及び

同島田支部の弱体化を意図するものと判断せざるを得ず、本件会社の行為は労

働組合法第 7条第 1号及び第 3号に該当する不当労働行為と判断される。した

がって、会社が既にチェックオフした組合費相当額については、会社自らの責

任において A 組合島田支部に支払うべきであるとした初審判断は相当であり、

上記会社の主張は採用できない。 

(3) A 組合らは、本件の救済として、会社が A 組合島田支部に支払うべき組合費

相当額に年 5分の割合による金員を付加して支払うよう求めている。 

上記のとおり、会社は、いまだ組合は一つであるとして A組合及び同島田支

部の存在をかたくなに否定し、同支部所属の組合員らに関する組合費のチェッ

クオフを継続し、その全額を B組合に引き渡していたものである。 

この会社の措置に、その間同人らが、組合運営のため、改めて組合費の支出

を余儀なくされたこと等を考え合わせると、本件の救済としては、会社が A組

合島田支部に支払うべき組合費相当額に年5分の割合による金員を付加するこ

とが相当であると思料される。 

以上のとおり、本件の救済命令は、島田工場を構成部分とするネッスル株式会社

を名あて人とすることが相当であり、また、会社が申立人組合島田支部に支払うべ

き組合費相当額に年5分の割合による金員を付加することが相当であると判断する

ので、これらに関する初審命令主文第 1項、第 2項及び第 3項を、主文第 1項、第

2 項及び第 3 項のとおりそれぞれ変更し、その余の各再審査申立てを棄却すること

とする。 

よって、労働組合法第 25 条及び第 27 条並びに労働委員会規則第 55 条の規定に

基づき、主文のとおり命令する。 

 

昭和 61 年 6 月 18 日 

中央労働委員会 

会長 石 川 吉右衛門 ㊞ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


